
控  訴  状 
 

 

 

東京高等裁判所  民事部   御中        

平成１６年１１月３０日 

 

控訴人訴訟代理人 

弁 護 士  黒     嵜        隆 

同      大   石    剛  一  郎 

 

（住  所）     東京都足立区弘道２丁目２８番１９－１０１ 

控  訴  人    佐   藤    瀧  三  郎 

（住  所）     同   所 

控  訴  人    佐    藤    陽    子 

（送達場所） 

〒１６０－００１４  東京都新宿区内藤町１番地 内藤町三洋ビル６階 

フロンティア法律事務所 

電  話  ０３－５３６６－３８５５ 

ＦＡＸ  ０３－５３６６－３８５８ 

上記控訴人ら訴訟代理人 

弁 護 士   黒    嵜         隆 

（送達場所） 

〒１０４－００６１  東京都中央区銀座３－７－１６ 銀座ＮＳビル６階 

           木下･大石法律事務所 

        電  話  ０３－３５３５－２８５１ 
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ＦＡＸ  ０３－３５３５－２８５４ 

 

上記控訴人ら訴訟代理人 

        弁 護 士   大   石    剛  一  郎 

 

（住  所）     東京都新宿区大久保３丁目１０番１－２０１号 

   被 控 訴 人   社会福祉法人東京都社会福祉事業団 

                代表者理事 中   島   元   彦 

（送達場所） 

〒１９１－００４２  東京都日野市程久保８４３ 

           七 生 福 祉 園（知的障害者更正施設） 

 

（住  所）     アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市 

           パイン街７０番地 

      被 控 訴 人  エイアイユーインシュランスカンパニー 

               代表者代表取締役 

                     トーマス・アール・テイジオ 

（送達場所）     

〒１００－８２３４  東京都千代田区丸の内１丁目１番３号 

           エイアイユー保険会社 

           日本に於ける代表者  横   山   隆   美 

 

損害賠償請求控訴事件 

訴訟物の価額    金４６，５６５，７３０円 

貼用印紙の額       金２４１，５００円 
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上記当事者間の東京地方裁判所平成１５年（ワ）第２１８４６号損害賠償等請求

事件について、平成１６年１１月１８日言渡された判決は、全て不服であるから控

訴する。 

 

原判決主文の表示 
１ 原告らの請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告らの負担とする。 

 

控 訴 の 趣 旨 
１  原判決を取消す。 

２  被控訴人社会福祉法人東京都社会福祉事業団は、控訴人佐藤瀧三郎と控訴人

佐藤陽子に対し、それぞれ金２３２８万２８６５円及びこれに対する平成１５

年１月９日から支払済みに至るまで年５分の割合による金員を支払え。 

３  被控訴人エイアイユーインシュアランスカンパニーは、控訴人佐藤瀧三郎と

控訴人佐藤陽子に対し、それぞれ金１０５万８５００円及びこれに対する平成

１５年１月９日から支払済みに至るまで年５分の割合による金員を支払え。 

４  訴訟費用は一、二審を通じて被控訴人らの負担とする。 

との判決及び仮執行宣言を求める。 

 

控 訴 の 理 由 
詳細は追って、準備書面を提出する。 

 

添 付  書  類 
 １ 訴訟委任状                    ４通 
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